
「令和７・８・９年度東成区民間事業者を活用した課外学習事業」 

にかかる公募型プロポーザル選定結果について 

 

１ 案件名称 

  令和７・８・９年度東成区民間事業者を活用した課外学習事業 

  協定期間：協定締結日から令和 10年３月 31日（金）まで 

 

２ 選定した協定締結予定事業者 

 株式会社イング 

 

３ 公募期間 

令和６年 12月９日から令和７年１月 14日 

 

４ 選定委員による審査の結果 

（１）選定委員（50音順、敬称略） 

井上 正人（平安女学院大学 子ども教育学部 教授） 

小谷 早苗（元大阪市 PTA協議会副会長） 

下山 陽介（中小企業診断士） 

 

（２）選定会議の開催日 

 令和７年１月 22日（水） 

 

（３）審査基準 

審 査 項 目 配 点 

ア 事業目的・業務内容の理解度及び業務遂行にあたっての総合的な視点・姿

勢 
1５点 

イ 企画提案内容 

㋐ 事業目的を踏まえた企画内容 10点 

㋑ 実現性及び実行性 

（事業目的に対する手法の的確性） 
10点 

㋒ 独創性及び専門性 15点 

ウ 具体的な運用手法及び受講生へのサポート 10点 

エ 実施体制（適切な人員配置及び危機管理体制） 10点 

オ 受講者募集方法に関する工夫 10点 

カ 類似事業の豊富さ及び運営基盤 10点 

キ 受講料及び経費設定の妥当性 10点 

合   計 100点 

 

①上記の選定基準に基づき、書面による事前審査及びプレゼンテーション審査の結果を加味し

て、各選定委員が採点した点数の合計点を評価点とし、最も評価点が高い企画提案者を協定締

結予定事業者として選定する。 

②評価点が満点の 60％未満であった場合、「協定締結予定事業者はなし」とする。 



③評価点が最も高い提案者が複数の場合は、 

・「イ 企画提案内容」の合計点が高い者を協定締結予定事業者とする。 

・「イ 企画提案内容」の合計点が同点の場合は、「イ‐㋒ 独創性及び専門性」の点数が高い者

を協定締結予定事業者とする。 

・「イ‐㋒ 独創性及び専門性」の点数が同点の場合は、「ウ 具体的な運用手法及び受講生への

サポート」の点数が高い者を協定締結予定事業者とする。 

・「ウ 具体的な運用手法及び受講生へのサポート」の点数が同点の場合は、委員の合議により

協定締結予定事業者を選定する。 

 

（４）審査を行った事業者（全１者） 

   株式会社イング 

 

（５）審査の結果（評価点（各選定委員の点数の合計点）） 

    

 

５ 選定結果 

上記のとおり提案者は１者であり、審査の結果、評価点が満点の 60％以上であるため、株式会

社イングを本事業の協定締結予定事業者として選定する。 

 

６ 付帯意見 

児童生徒の学習意欲が高まるよう、一人ひとりの学習段階に応じた指導方法の工夫をすること。 

 

ア 40点

㋐事業目的を踏まえた企画内容 26点

㋑実現性及び実行性（事業目的に対する手法の的確性） 25点

㋒独創性及び専門性 39点

ウ 26点

エ 26点

オ 22点

カ 27点

キ 26点

257点
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